
鯉難
解
叢

.

輪
醐

…叢

戦

後
に
於
け
る
濁

逸

の
財

産

税
海
論

ず

・
・

利
潤

部
分
實
施

上

の
諸

問

題

・

・

需
要
曲
線
供
給
曲
線

及

び

債
格

曲
線

・

職
後

猫
逸

の

肚
會

　土
義
運
動

・

聴

込
酬

税
制
整

理

の
主

要
問

題

に

就

き

て

・

説

苑

蕾
岩
國
藩

の
製
紙
原
料
保
護
政
策

・

我
國
在
来
の
商
業
帳
簿

・

所
得

と

勢

賃

・

雑

縷
㎝

ピ
。×
冨

の
公
共

爾

趾

…観

・

最

近
我

国

・於

・・地

方

費

・組

成

・粛

加

國

際

勢

働

立

法

:

:

:

・

.
法
學
博
士

.
渋
墨
博
士

■
法
學
博
士

.
法
學
博
士

河 河 田 小

田上畷

嗣 錦 太

郎 肇 治 郎

・
注
學
博
士

憩

戸

正

雄

。
経
済

學
士

.
法

學

士

.
・
纏
濟
學
士

■
・
渋
墨
博
士

・
.
経
済
學
士

.
法
學
博
士

堀 大 吉

森 川

脛 研 元

夫 造 光

財

部

静

治

小

山

田
小

七

河

田

嗣

郎

・



り

難

諜

最
近
我
国
に
於
け
る
地
方
費
の
組
成
ざ
増
加

最
近
我
國
に
於
け
る
地
方
費
の

組
成
と
増
加

小

山
.
田

小

七

要
目

緒
誉
一
全
般
一
画
鑑
別
一
費
目
別

一
結
尾

一

繕
言

一
国
の
財
政
は
中
央
財
政
の
み
で
は
な
く

地
方
財
政
も
あ
り
植
民
地
財
政
も
あ
る
。
就
中
我
國
の

地
方
財
政
は
中
央
財
政

の
約
五
割
に
も
相
賞
し
決

し
て

着
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
且
又
両
者
交
互
に
關
係
す

る

所
僅
少
で
は
な
い
か
ら
財
政

の
理
論
上
實
際
上
輕
重
の

差
を
附
す

べ
き
も
の
で
な
く
、
相
並
び
相
助
け
て
そ
の

研
究

の
目
的
を
達
し
實
際
上
の
数
果
を
牧
む
可
き
も
の

で
あ
る
。
而
て
街
異
な

る
階
級

の
政
府
間

に
そ
の
負
櫓

を
正
常
に
分
配
す

る
事
が
現
A
「
財
政
上
の
重
要
な
る

一

け

問
題
で
あ
り
、
地
方
財
政
は
中
央
財
政
よ
り
困
難
に
陥

b
易

い
事
情
も
存
し
、
且
つ
財
政
學

の
研
究
上
に
て
も

先
畢
者
に
よ
b
て
比
較
的
閑
却
せ
ら
れ
た
る
傾
向
も
あ

の

っ
て
、
益

々
之

れ
を
考

究
す

る
の
要
を
知

る
。

大
艦

上
、
財
政

は
出

つ
る
を
計

っ
て
而

て
入

る
を
建

策
+
二
巻

(第
五
號

一
四
六
)

八
〇
四

む
る
ε
云
ふ
以
上
は
、
地
方
財
政
の
研
究
も
先
づ
経
費

よ
り
始
む
る
を
順
序

ご
信
ず

る
、
依
っ
て
其

一
端
ε
し

て
藪
に
本
題
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
俗
附
記
す

べ
き
こ

ε
は
、
算
出
し
陀
る
統
計
の
材
料
は
内
閣

の
統
計
年
鑑

で
あ

っ
て
百
圓
以
下
切
捨
て
四
捨
五
入
せ
ざ
る
が
故
に

概
敷
で
精
密
な
も
の
で
な

い
。
然
し
大
鵬
論
ε
し
て
傾

向
を
窺
ふ
こ
ε
は
出
来
る
ビ
信
ず
る
。
更

に
最
近
ε
限

む

定
し

た
の
は
以
前

の
も

の
は
先
學
者

の
著

書
論
文

に
見

る
事

が
出
家

る

か
ら
で

あ
る
。

.

一一

全
般

弦

に
地

方
費

ド
二
酉
ふ
は
目

的
團
艘

(N
ぞ
。目

窪
㈹
。
ヨ
の
[畠
・ゲ
跳

)
例
ば
水
利
組
合
水
害

豫
防
組
合

を
除

き
所

謂
地

方
公
共
團
禮

(隊
・量
首
邑

ま
「康

。。3
曽,
)即

ち
道
府

縣
郡
市
雇

町
村

の
経
費
を
意
味
す

る
も

の

ぜ
す

る
。
脛
費

の
膨

脹
は
原
則
的

で
各

国
そ
の
軌
を

一
に
し

て
居

る
が
、
中

央
財
政

ε
地
方
財
政

ざ
に
あ

っ
て
も
別

に
異

る
所

は
な

い
。
各

国

の
財
政
史

の
明
白

に
示

し
て

居

る
事
實

で
あ

る
。
今
我
國

の
地

方
費

決
算

に
就

い
て

.

見
て
も
同
様

で
あ

る
(註
一
∀。

年

次

實
鍛
〔単
位
千
圓
〕

指
殿

一
人
當
り

　

明
治

二
+
五
年

四噸
茜
旺

一8

二
苫

1)

2)

3)

盛)

1905)p・305・R.A.Seligman;EssaysinTaxation(5ed・

五20(3ed.)Basta])]e;Publicfinancechap.VIIp.

野 講 修繋 繍 欝 　 ・田子　 ・地　 ・　
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、

五 四 三 二 大四 四 四 四 四 四 三 三

正十 十 十 十 十 十 ド
十 十

一五 四 三 ニ 一 五

年 年 車 鱗 韓 年 年 年 年 年 年

(
(
、(
石

一皿
四
、大
隅
昌

[一〇五
、冒三
二

量
四
、至

八

早老

、(
窪

一
…全

δ
莞

天
匹
、豊

島

訊三
〇
西
蒼

畳
0
、禿

四

冨
昌
0
、
四
E
三

三

一
、六
嚢

「三
(
δ
力
四

六 六 穴 六 六A貌 五 四 四 耳 一
八 丑 ゼ ーピ カ ー 四 六 沁 菖 ユA八 耳 巳 四 温 七 四 昌 昌 〇 六 六

'

昌
δ
歪

三
、春
宮

四
、二
呈

六
三
を

乱
・(
碧

南
是
観
之
、
明
治
二
十
五
年
か
ら
四
+
年

に
至
る
問

は
五
年
間
毎
に
季
均
約
指
数

一
〇
〇
を
増
し

一
人
當
り

約

一
圓
を
増
し
だ
る
も
、
四
十
年
よ
り
四
十
五
年
に
至

る
五
年
間
は
約
摺
敷

二
五
〇
を
増
し

一
人
當
り
二
圓
を

増
し
次
の
四
年
間

は
殆
ん
ご
大
攣
化
な
き
が
如
く
に
見

ゆ
る
。
然
し
明
治

二
十
五
年
掛
ら
大
正
五
年
を
見
れ
ば
、

實

に
山ハ
・
八
八
倍
の
増
加
で
あ
り
、

一
人
當
り
四
圓
七

十
二
銭
六
厘
の
増
加
亡
な

っ
て
居
る
。

か
の
明
治
四
十

年
以
後
敷
年
間
急
に
増
加
し
た
の
は
日
露
載
孚

の
結
果

巴
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
.。
然
し
中
央
財
政

が
日
露

雑

録

最
近
我
国
F
於
妊
る
地
方
費
の
組
成
ぜ
爵
加
.

職
事

の
結
果
急
激

に
膨
脹
し
た
の
ざ
は
稍
々
そ
の
趨
を

異
に
す
る
ε
思
は
る

、
、
蓋
し
當
時
累
國

一
致
戦
争

に

當
つ
た
の
で
、
地
方
政
務
は
緊
縮
せ
ら

れ
地
方
税
は
制

限
せ
ら
れ
從
て
経
費

も
正
常
の
膨
脹
を
な
す
能
は
な
か

つ
だ
が
、
愈

々
職
勝
ち
李
和
成

つ
た
三
十
九
年
以
後
は

繰
越
し
叉
は
中
止
し
た
施
設
事
業
は
戦
後
の
経
管
ε
相

待

っ
て

一
齊

に
始
め
ら
れ
、
節
約

の
原
則
も
多
少
破
ら

れ
て
著
し
き
膨
脹
を
な
し
た
も
の
、
様
で
あ
る
、
因

に

職
事
前
後
の
地
方
費
を
示
せ
ば
次
の
様
で
あ
る
。

(…早
位
千
圓
、
決
算
-
二
十
五
年
.一
〇
〇
)

四 四 三 三 三 三

十 』卜 十 十 十
十

一 九 八 七 六

年 年 年 年 年 年

証
で
茜

嵩

三
八
δ
矢

]
三
〇
ー
ゼ
〈
四

一
六
六
、
=

三

二
〇
五
、
}三
二

一三
四
、
至

人

、
…
一
「
　=

一「六
A

.

}茜
.

茜
く
・

四
百

四
沁
二

更
に
其
後
の
.豫
算
に
就

い
て
見

れ
ば
大
正
六
年
三
億

一
千
三
百
四
十

一
萬
千
飴
圓
、
七
年
三
徳
九
.千
八
百
〇

九
萬
四
千
鯨
圓
、
八
年
五
億

一
千
四
百
六
十
五
萬
三
千

　

ユ

飴
圓
で
め
つ
て
、
九
年
度
は
八
億
四
百
萬
圓
に
達
す
る

　

ピ
云
ふ
。
二
十
五
年

よ
り
見
れ
ば
大
正
八
年
は
約
十

一

第
十
二
巻

(第
五
號

】
四
七
)

入
〇
五

1)無 口年 鑑,,1921叩

2)内 務 省調 査.大 正 日 日新 聞 、大主 九年 十 二 月四 日"

馬



雑

録

最
近
我
囲

障
於
け
ろ
地
方
費

の
組
成
ぞ」
増
加

倍

に
し
て
九
年
度
は
約
十
七
倍

に
相
當
し
.
中
央
経
費

が
二
十
五
年
度
決
算
七
千
六
百
七
十
三
{禺
五
千
圓
に
射

し
て
大
正
入
年
度
豫
算
十
徳
三
千
四
百
九
十
⊥
ハ
萬

一
千

の圓

の
約

十
三
倍

で
あ

る

の
に
比
す

れ
ば

、
そ
の
増
加

の

度
亦

両
者
相
去

る

こ
`
遠

か
ら
ず

ε
云
は

ね

ば

な

ら

漁
。
而
て
地

方
費

の

一
人
當

り
は
大
正
七
年
度

に
て

は

實

に
純

毛
圓
〇

二
銭

飴

に
増

加
し

て
居

る
。
同

年
中

央

費

の

一
人
當
り
十
四
圓

五
十

二
銭
飴

に
比

べ
て
そ

の
約

二
分

の

一
に
當

る
。

(辞
=
)

上
級
團
艘
の
纒
費
に
に
下
級
團
龍
に
封
ず
ろ
補
助
鴉
か
含
み

其
補
助
費
は
下
級
團
鵤
の
攻
人
ご
散
り
更
に
縄
費
こ
し
て
支
出
ぜ
ら

る
㌧
も
の
で
あ
り
、
下
級
國
儂
の
経
費
に
も
上
級
團
慨
に
罰
す
ろ
分

櫓
金
が
あ
り
、
實
質
的
に
11
此
等
の
酷
な
精
査
し
て
差
引
く
を
要
當

ご
信
ず
る
6
然
し
人
離
上
形
式
上
此
酷
な
顧
慮
ぜ
ず
し
て
各
團
艦
の

脛
費
な
合
計
し
た
。
以
下
諸
表
同
様
で
め
る
。
荷
四
†
.重
年
前
は
北

の

海
濫
費
々
含
ま
ず
。
次

に

一
人
當
り
ば
内
地
本
籍
入
目

(各
隼
末
日

調
査
)
で
百
圓
以
下
切
挨

て
た
除

し
た
の
で

不
精
密
た

ろ
冷
ま

"
か

れ

沿
が
大
差
は
な
い
。

.

◎
附
記

地
方
経
費
の
中
央

繹
澱
に
劃
寸
ろ
割
合
に
、

醐治
嚢

　　

胸
繋
五輯

　
　

伺

三
十

五
年

0
、豊

岡

三

年

P
、発

同 同 同 同 同

第
十
二
巻

(第

五
號

一
四
八
)

八
〇
六

四

十

年

四
†

一年

西
土
.
軍

四
+
三
年

四
+
四
年

O
」
西

O
、
.　六

〇
、吾

『

男

0
、
六
六

同 国 同 同 同

八 七 六 五 四

年 年 年 年 年

O
、
五
三

〇
、
豊

O
、
窒

0
、
凹
く

0
、
凹
く

六
七
八
年
に
中
央
聾
地
方
野
夫
に
豫
算
。
他
に
全
部
決
算
エ
リ
算
出
、

右
表
ド
由
れ
ば
地
方
饗
に
最
近
で
は
中
央
費
の
約
五
割
に
相
醤
す
る
、

ラ

邑

團
鰹
別

イ

先

づ
各
・團
膿
を
勤
耶
…し
て
観

察
す

く

る
に
、
我

國
の
地

方
公
共
團
膿
は
上
級

に
道
府

縣
、
中

級

に
郡

、
下
級

に
市
匠

町
村
が
あ
.る
。
市
厩

は
下
級

`

雌

も
郡

に
野
立
す

る
が
如

く
直

に
縣

の
下

に
統
轄

ぜ
ら

れ
特

殊

の
地
位

を
青

む

る
。
地

方
費
が

こ
れ
等

の
各
團

艘

に
よ

っ
て
如

何
な

る
割
合

に
組
成
せ
ら

れ
て
居

る
か

ε
云
ふ

に
、
〔實
数

百
圓

以
下
切
捨

相
笥
撒
は
四
捨
五

入

す

)

ド
.

年

次

`

明
治
四

+

年

大 同 向 同 同 同

四

+

一
年

四

+
二
年

四

+
三
年

四

†
四
年

四
+
五
年

正

元

年

道
府
縣

茜き「「(
訂
=言一一(

ユ 三 三 話 三 三 郡

、
市

匠一三三二(量見三二

町
村

四
〇

囲巴四
一

耳
[暑

全
部

一
〇
〇

一〇
〇

「8
一8δ

0
一8

一般會計豫算額

内閣統計局統訓.年鑑所

D

助

,



同 同 同 同

二三四五

均 年 年 年 年

o九 二 島 九

耳茸三.三耳

ハ 八 六 六 力β

黒 凹 話 昌 昌
力o湘 ル ル

　8一呂δ
〇

一8一8

即
ち
李
均
し
て
地
声
嚢
の
ご
一割
は
道
府
縣
費

で
三
分

は
那
費
二
割
八
分
は
術
旺
盛
三
割
九
分
は
町
村
費

ε
な

'

つ
て
居

る
。
從

っ
て
経
費
上
は
町
村
費
最
も
重

き
を
な

し
道
府
縣
費
ε
市
庭
費
は
伯
仲
の
問

に
あ

っ
て
部
費
は

微

々
た
る
も
の
ご
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
然
し
之

.れ
を
負
撚
方
面
よ
り
見
れ
ば
道
府
縣
町
村
費
が
比
較
的

,
多
く
の
人
口
に
分
割
せ
ら
.る
る
に
反
し
市
匠
賓
は
限
ら

れ
た
る
市
匿
民

の
負
撫
だ
る
が
故

に
、
総
額
略
表
相
同

じ
き
も
負
搭
重
し
ε
す
る
。
依

っ
て
市
旺
盛
此
難
よ
り

は
最
も
重
要
の
意
義
を
有
す

`
云
ふ
べ
き
で
め
る
。
實

際
統
計
に
見
る
に
道
府
縣
費

の
各
府
縣
別

一
人
負
櫓
額

に
し
て
二
圓
を
超
ゆ
る
は
藪
縣
に
過
ぎ
な

い
が
、
市
晦

費

の
市
隔
別

一
人
當
り
で
二
圓
以
上
は
普
泄
で
三
園
以

上
も
少
く
な
い
。

最
近
四
十
年
以
降
は
右
表

の
通
り
で
あ
る
が
少
し
棚

っ
て
見
れ
ば
そ
の
組
成
割
合
は
府
縣
費
最
も
重
き
を
な

雑

録

最
近
我
圃

に
於
け
る
地
方
軸壁
の
組
成

ε
冊
用加

.

し
町
村
費

之

に
次
ぎ
市
塵
費
部
費

は
甚

し
く
輕

小
で
め

る
。
帥

ち

府
縣
費

部
費

市
麻
費

町
村
費

全
部

明
治
二
†
五
年

兇

一

五

四五

一8

同

三

十

年

四
囲

二

三

四二

δ
0

岡

三
†
五
年

老

　「

霧
.

四[～

　8

次

に
各
團
髄

別

に
.そ

の
脛
費

の
膨

脹
を
見

れ
ば
、

年

次

明
治

四

+

年

回

四
†

一
年

同

四
+
二
年

同

四
†
三
年

同

四

†
四
.年

回

四

†
五
年

大

正

元

年

準 同 同 同 同

五 四 三 早

均 年 年 年 年

≡ …垂更 勇
痢

_縣 泄
o謹 碁 言 吾6費 府

璽 萎 萎 三 聾 垂 藝 吾 茜 暮 嚢

市

匝
費

δ
〇

三
四

三
閏

一至
　三
三

「「三
一聖一茜一杢

一
九
〇

一♂

町
村
費一8一

三
三
二

三
老

L
匿西

内
一翼ヨ

0
西
唱

量
(

三
(

ε
云
ふ
表

ご
な

り
、
更

に
湖
b

て
明
治

…
一十
五
年
を

一

○

○

こ

す

れ

ば

、

年

次
.
、

府
縣
費

二
笙

年

§

第
十
二
巻

(第
五
號

部
費言

O

一
四
九
)

.

市
匪
墾

町
村
聲

お
O

お
0

八
〇
七

1)大 正七 、入年度豫算 につ きて立論 す



果

雑

録

最
近
我
国

に
於
け

ろ
地
方
費

の
組
鵬
ピ
増
加

三

十

年

三
+
五
年

四

+

卑

四
+
五
年
.

大
正
五
年

ご
な

る
。

一
三

一一四
(

一壺胃死
七

四
竃

(
「酉

モ

四
(
〕

吊

嚢

昌

四
、莞

ロ

四
、聖

(

囮
　=

一
δ
杢

一
、吾
三

四
、
　西
四

三
惑
星

一美冒=
穴

冒蚕五
査

大
暑

部
費

の
如
き
約
五
十
倍
し
市
費
の
如
き
も
約

四
十
倍
し
て
居

る
。
然
し
部
費
は
二
十
五
年
に
於
て
僅

か
二
十
萬
九
千
飴
圓
で
其
が
五
十
倍
せ
り
ε
錐
も
街
大

正
五
年

に
て

一
千
三
十
萬

一
千
鯨
圓
に
過
ぎ
す
、
全
艦

上
三
分
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
か
ら
多
く
問
題
ε
す

る

要
は
な

い
。
唯
事
買
上
非
常
の
膨
脹
を
し
た
こ
云
ふ
に

止

る
。
巾
偏
費

の
膨
脹
は
市
匠
敷
即
ち
都
倉
敷

の
増
加

ざ
市
匠
自
騰
の
振
大

さ
れ
た
こ
ε
ε
次
に
は
都
市
の
職

分
の
敷
量
的
敷
加
に
起
因
す

る
ε
考

へ
ら
る
、
。
そ
の

實
敷
は
、
二
十
五
年
二
百
四
+
四
萬
七
千
飴
圓
で
あ

っ

た
も
の
が
四
十
年
に
は
四
千
七
百
五
十
三
萬
六
千
飴
圓

四
+
五
年
に
は

一
億
五
百
二
+
九
萬
八
千
醗
圓
、
大
正

五
年

に
は
九
千
六
十
二
萬
飴
圓

ε
な

っ
て
居
る
。
最
近

十
年
(
明
治
四
十
年
i
大
正
五
年
)間
可
成
急
速
に
増
加

し
て
居

る
(三
七
倍
)
.
こ
の
事
は
更

に
他

の
肚
會
上
文

化
上
諸
般
の
親
黙
か
ら
も
研
究
に
値
す

る
。
因
に
道
府

第
十
二
巻

(第
五
號

一
五
〇
)

入
O
天

孫
費
皮

町
村
費

の
賢
敷
は
、
(軍
位
千
圓
決
算
)

年

度

明
治
二
+
五
年

同

三

+

年

回

三
+
五
年

同

国

+

年

回

四
+
五
年

(大

正
元
年
)

同

五

年

司(

溢
府
縣
費

一三
、
　一く
(

四
〇
δ
窟

栗
δ
具

●

交

、
一【六
二

を
一、九
究

碧

、毛

O

町
村
愛

三

、亮

(

呂
(
三
9

夫

、四
面

八
胃三

鵠

ご
三
、
至
近

一三
R

【皇

更

に
各

團
艦
各

別
.に
其

縄
費

の
組

成

及
増

加
を
見

れ
ば

次

の
様

で
あ

る
。

道
府

縣
費

は
、
.會

議
費
、
・聴
舎
建
築

及
修
繕
費
、
郡

役

所
費

、
土

木
費
、
激
育
費
、
勧
業

費
、
衛

生
費
及
以

上
四
目

の
補

助
費

、
警
察
費
、
公
債
嚢

、'
選
翠

費
、
救

育
費

、
吏
員
肇

、
視
取

扱
費

及
其
他

よ
り

な

っ
て

み
る
。

支
出
高

よ
り

せ
ば
土

木
賛

同
補
助
費

、
警
察
費

、
漱
育

費

同
補
助
費

、
渤
業
賛

同
補

助
嚢
、
公
債
費

、
郡
役
所

費

、
衛

生
賛
同
補
助
費

の
順

ε
な

る
。
重
な

る
四
目

に

っ
き
そ

の
歩
合

を
表

ε
す

れ
ば
、
(
全
部

一
〇
〇

〕

年

次

土
木
費

警
寮
費

教
育
費

勧
業
費

四

十

年

元

芙

=(

八

四
†
一
皐

葦

一六

死

八

四
†
二
年

鼻

諺

死
一

δ

1)大 正元年以降の順位



.

四
+
三
年

四
+
四
年

四
十
五
年

大
正
一
年

二三四五

均 年 年 年 年

0斗0斗 湘 く 九 一

六!]六 ノ唖 七 心 ヨ;唱

旺 五 四 四 四 七 四.門

ソ」0.力 丸 〇 〇A八

故

に
道
府

縣
裂
.の
約
=
一割
は
土

木
費
占

め
警
{整
備賀
は

約

一
割
⊥八
分
激
春
日
費

一
翻刮
五

分
瓢働
半釆
費
山ル
風
力
を
上
H
む

る

事

ξ
な
り
卒

均
し

て
此

レ
四
費
目

に
て
塗
支

出
高

の
約

七

割

一
分
を
消
費

す

る
こ
蓬

、
な

る
。
其
増

加
の
有
様

は
、年

.

家

四

+

年

四
+

一
年

四

+
二
年

四
+
三
年

野
饗

訣
尭
轟

三

.
年

四

年

±
木
雅一8三

六
九八

一茜二
2三

=
西
二

夫
四

一至

警

察
費δ

〇
一晃=

一

三

=

三
四

三
六

一
畳亟雇

.

教
育

費百
〇

三
〇

一
噌=(

三
二

三
八

茜
五

三
八

三
四

三
六

勧
業
費一8=

0

.

三
く

三
六

三
(

一襲天
二

天
0

一遡

雑

録

最
近
我
国
に
於
け
る
地
方
費
の
組
成
こ
増
加

五

年

=
二

一豊

茜
ゼ

=
冗

ε
な
る
。
然
し
増
加
の
順
位
か
ら
は
公
債
費
鋤
業
費
役

所
費
警
察
費
敏
育
費
の
順
ε
な
り
、
公
債
嚢

の
如
き
は

四
十
年
を

一
〇
〇
`
し
て
大
正
五
年
は
三
七
八
の
指
藪

ε
な
り
、
こ
の
問
十
年
の
巫
訊
均
指
数

は

二
〇
八

で

あ

る
o市

匠

に
於
い
て
は
會
議
費
役
所
費
土
木
費
敏
育
費
衛
…

主
賓
公
債
費
財
産
造
瞥
及
管
理
費
市
鞍
事
㎝莱
費
市
匠
改

正
費
勧
業
費
等
を
重
な
る
.費
目

ε
す

る
。
そ
の
中
重
な

る
費
目
の
割
合
は
、
(全
部

一
〇
〇
)

年

次

四

+
年

四
+
一年

四
+
二
年

四
+
三
年

四
+
四
年

四
+
五
牟

大
正
元
年

二三四五

均 年 年

公
債
費八三冨=三δ夏天二

四
三胃石

三

碧

)
教
育
費充一…O西盃六=望三蓋三

ヨ
ε

衛
生
獲六五三四一三

=
ハ

三蓋西(

土
木
盟一

七三七
一
三二四E五高島

ゼ
(
八
)

第
十
二
巻

(第
五
號

一
五

【
)

八

Q
九

財
産
費四

、
四西δ

O
一　六五四六呂

茎
G

覗O丙 の数字 ば小籔海示 す以下同 じ

印

可



千L

雑

録

最
近
我
国
に
於
け

ろ
地
方
費

の
組
成

ご
坦
加

即
ち
最
近
巫
丁均

し
て
公
債
費
敏
育
費
衛
生
費
財
産
費

の
順
位
な
る
こ
ε
を
知

る
。
而
て
こ
の
五
費
目
に
て
全

部
の
約
三
割
五
分
を
青
む
る
。
是
に
由

っ
て
観
れ
ば
市

庭
費
は
府
縣
費
の
如
く
三
四
の
費
目

に
脛
費
の
大
部
分

が
滑
費

さ
れ
す
に
比
較
的
多
く
の
費
目
に
分
配
さ
れ
て

居
.る
。
統
計
上
最
近

一
千
萬
圓
以
上
の
費
目
は
公
債
費

衛
生
費
漱
育
費
市
瞥
事
業
費
に
し
て
公
債
費
を
除
き
て

は
何
れ
も
大
差
が
な
い
。
街
虹
萬
圓
以
上
五
百
萬
固
以

下
の
も
の
七
費
目
二
十
萬
圓
以
上
五
十
萬
圓
以
下

の
も

の
四
.費
目
ε
な
る
。
即
ち
市
旺
盛
は
主
ご
し
て
こ
の
三
.

楷
段
に
分
配
さ
る

＼
費
目
よ
り
な
っ
て
居

る
。

次
に
其

の
増
加
の
趨
勢
を
見
れ
ば
次
の
如
く
な
る
。

三 二大四四 四 四 四 四 年

慰 茜 ま=士+
年 年年年年 年 年 年 年 次

公

債
襲芒

0
二　…七

.

葺

0
兇
五

発
ロ

四
己

E
歪

去
春
「

教
育
.費三

〇
一〇
唱

一
一六

=
(

一
晃

三
　

三
置

三
四

.

衛
生
費

一
〇
〇全乃

二
一
δ盒三

四

四
二六

冒「さ

土
木
費一

8突六
四

=
(

亜大古調

財
産
費

「り
O

苔
幽

五
三

[
一
…六

七

一
、
昌
莞

二
翌

、

一
葦

r

第
十
二
巻

(第
五
號

一
五
二
)

八
.一
Q

四

牟

E
三

、
ご
酉

町「三

究

旨
五

五

年

】、0其

三
光

四〇大

発

】豊

最
も
増
加
せ
る
は
道
府
縣
費

ε
同
様
公
債
費
で
あ

っ
て

次
に
は
財
産
費
で
あ
る
。
土
木
費
の
遍
下
は
別
に
市
匝

改
正
費
水
道
公
園
姿

の
相
當
多
額
な
る
あ
る
が
爲

め
に

之
れ
の
み
を
以

っ
て

　
概

に
論
じ
難

い
様
で
あ
る
。
激

…
育
費

の
比
較
的
徐
々
に
而
も
着
々
た
る
増
加
は
公
債
費

衛
生
費
の
急
激
な
増
加
ε
共
に
注
意
す

べ
き
事

で

あ

る
。町

村
費

の
主
な
費
目
は
會
議
費
役
場
費
土
木
費
激
育

費
衛
生
費
公
債
費
財
産
造
塘
及
管
理
費
渤
業
費
諸
税
及

.
諸
員
捲
寄
附
及
補
助
金
警
備

費
救
助
費
雑

費

等

で

あ

る
。
就
中

一
千
萬
圓
以
上
の
費
目
は
漱
育
費
役
場
費
財

産
費
土
木
費
の
四
目
に
し
て
四
十
年
以
降
十
年
間
季
均

し
て
こ
の
四
目
で
全
脛
費
の
約
⊥
八
割
五
分
を
占
め
て
居

る
。
共
割
合
を
示
せ
ば
(全
部
を

一
〇
〇
ε
し
て
)

年

次

教
育
費

役
場
費

財
産
襲

.

四

+

年

四
+
　
年

四
+
二
年

四
+
三
年

四 四R皿 四

七 八 七;ンb

中 置E

土
木

6八 湘 ヵ 費

1)財 産費 εば財 産造瞥 及管理費 に基本積立金た加 ふ
、以下同 じ

＼



1

四

†
四
争

四
ト
五
雫

大
正
元
年

二三五

均 年 年 年 年

四
一

翌莞三
七

弐尭

四
ロ
§

言一
(天

.
一へ晃ズ

一三
九
)

究七(湘湘言

莫

ご

=
力言=九(

カ
〔四)

順
位
よ
り
す
れ
ば
漱
育
費

一
位
に
し
て
而
も
約
四
割

を
占

め
役
場
費
土
木
費
財
産
費

之
れ
に
次
ぐ
。
町
村
費

に
於
け
る
激
育
費

は
市
庭
喪
中
の
,そ
れ
ご
共
に
其
大
部

分
は
初
等
激
育
の
露
に
費

さ
る

＼
も

の
で
あ

っ
て
下
級

團
膿

の
脛
費
は
實
に
此

の
繋
目
に
よ

っ
て
影
響
せ
ら

る

.

・

.

も

」

、、

'

る
所

多
く
重
要
な

る
意
義

を
右

・
三

豊

嘉
の状
葉

幾

鶴

継

爵

/

出

廷{1墾野 中謬
難 年年 年 年 年 年 年 次 、。

教
育
畳

一
〇
〇

一
　.閃

酉

八

膏

口重酉

.

.
…

役
場
費

一8
一
只=

六
=
九

三
六

一「三

土
木

塑
δ
〇

一
三

=
ゼ

一周
二

一六
〇

西
二

財
産
費

δ
ロ

】旦=
七

一免
一六
四

忌
く

公
債
費

「8一岩
出
ロO

「三
五

三

六
一合

録

最
近
我
国

に
於
け
る
地
方
費
の
組
成
ε
増
加

へ

二

年

一蓋

三
ゼ

垂
ハ

舌
四

　吾

三

年

一胃西
.

一畳

一箇
.

号
一六

三
七

四

年

一葉

一隅
　

西
O

=茜

一〇(

五

r隼

西
四

面
ゼ

【翌

H=ハゼ

=
五

最
も
増

加
せ

る
は
財

産
費

で
あ

っ
て
他

は
何

れ
も
伯

仲

し
て
居

る
が
十
年
間

の
卒

均
指
数

よ
り
見

れ
ば
財
産

費

公
債
費
土

木
費
教
育

費
役
場
費

の
順

ε
な
る
。
道
府

縣
市
腐
費

に
て
最
も
増

加
せ

る
公
債
費

が
町
村
費

で
も

街
第

二
位
の
増

加
指
数

を
有
す

る
が
如

き

は
地
方
財

政

.

上
研
究

を
要
す

る
問

題

の

一
つ
で
あ
.る
。

四

費
目
別

費
目

別

ご
云

ふ
も

凡
て
の
費

目

に
眈

い

∵

云
ふ
に
井
す

し
て
主
要
な
も

の
に
就

い
て
云

ふ
の
で

あ
る
。
各
團
磯

に
於
て
如
何
な

る
費

目
が
主
要

で
あ
る

か
は
團
鴨

別

口
の
所

に
晴

々
窺

ふ
・ミ

が
出
来

る
か
ら
な

く

る

べ
く
重
複

葎
さ
け
て
大
様

に
就

い
て
見

る
事

ε
す

る
。

ライ

先

づ
地

方
費
全
艦

ε
し

て
組
成

の
割
合

上
即
ち
費

く目

の
金

高
上
主

要
な
も

の
は
最
近

に
て
は
漱
育

費
土
木

費

役
所
費

公
債
費
財
産

費
讐
寮
費
衛

生
費
鋤

業
嬰

で
あ

る
u

そ
の
割
合

は

(全
部

を

一
〇

〇
こ
し
て
ど

年
轟

音
牲

幣

聡

糎

縷

璽

璽

合
計

明
治

四

Q

一宮

死

「】一
.

四

話

五

四

四

茨

第
十
二
巻

(第
五
號

一
五
三
)

八

]
一

1)道 府懸の役所費に吏員費 、廠舎建築及修繕盟為加ふ。但 し中央 財政 の府縣俸給額

は加算ぜず。郡役所費ば縣支 出 こ郡支 出 ピな加ふ以下同 じo



"

、

雑

錐

最
近
我
圃
に
於
け
ろ
地
方
費
の
組
成

ピ
坦
加

干 同 同 同 同大 同 同 同 同 同

正 四 四 西 四 四

均 五 四 三 二元 五 四 三 二 一

湿 四 四=」 四 四 九 都 万o

巽,
E}一 一 一 一 一 　 　一 一
)ζ 二 六 七r置 四 五 四 四 九

0-000八 〔コ_一

四 九 カ ゼ ー旨 七 〇 二 大

,舜E四 五 一 二 五 六 蕊
'

㍗』。 五 五 誼 四 四 皿 四 五

六 六 六 七 託 乱 四 昌 四

四 四 四 四 四 忍 三 四 四
∴

役
所
費
の
三
費
目
で
已

に

全
経
費

の
約
五
割
を
占
め

表
上
の
八
費
目
で
約
七
割
七
分
な
占
め
て
居
る
。
而
し

て
其
割
合
が
役
所
嚢
警
察
覆
萄
業
費
に
於
い
て
は
十
年

間
略

一
定

の
割
合
を
占

め
て
居
る
様

で
公
債
費
衛
生
費

財
産
費
は
増
加
の
傾
向
を
有
し
教
育
費
土
木
貰
は
む
し

裏
の簾

罷
欝
鑓
譲

転

土
・㌔/

木 育 〆

年
女/

役

所

明
治
二
五
年

費
壷

窯三

唱 残 湖

周 ・.天8蛭8
-〇 七言

同

三
〇

一(
、
二署
「

一実
.

胃『

一穴一室

お

δ
究一三

(

(
二

会ズ音老彪老台合著ズ
嚢

第
十
二
巻

(第
五
號

一
五
四
)

,入
一
二

ろ
稽
そ
の
割
合
に
於
い
て
は
漸
減
し
つ
、
あ
る
様
で
あ

る
。
獣
育
費
割
A
口
の
逓
減

の
如
き
未
だ
其
時
で
は
な
く

む
し
ろ
小
學
激
青
質
業
激
育
女
子
敏
育
等
の
上
に
施

さ

る
べ
き
施
設
改
善
は
多

い
ざ
信
ぜ
ら
れ
益
々
増
加
の
傾

向
が
望

ま
し
い
。
鋤
業
畏
の
比
較
的
割
合
少
く
し
て
固

定
せ
る
も
看
過
し
難
き
現
象
で
あ
ら
う
。
勿
論

一
部
・は

實
業
激
育

の
名
に
よ
り
て
敏
育
喪
中
に
分
割
せ
ら
れ
て

含
ま
る

べ
き
も
地
方
團
鵬
ε
し
て
な
す

べ
き
仕
事
の
な

.

い
ご
云
ふ
の
で
は
あ
る
ま
い
。
役
所
費
の
割
合
固
定
せ

る
は
そ
の
所
で
は
あ
る
が
今
次
の
物
、償
騰
貴
以
前
の
も

の
ε
し
て
は
其
割
合
多
少
、
大
に
過
ぐ
る
の
観
な

い
で

も
な

い
。

次
に
各
費
目
増
加
の
有
様
を
そ
の
實
数

ご
指
数
ご
に

よ

っ
て
窺

へ
ば
次
の
様

で
あ
る
。
(軍
位
千
圓
)

同

同

四
〇

同

四
五

同

三
五

四
二
、九
薯

昊
二

胃ヨ
ベ
六
〇

二究

憲

.
=
カ

一　孟

五
六
、ロ5杏

へ

　兄
、
口
重

二
巴

垂

二
男

三
巴

大

正
元
年

(
一
δ
突

入
竺

四六
、老
六

二
会

話
、量
(

四
五

五

合

、囲
者

八
糞

晃

、巻
四

一西
ゼ

蚤

、竺
七

里
五



'

■

公

債

財

産

警

察

衛

生

勧

業

費 費 費 費 費
{{{{{

、

一
δ
含一8五

昌
一8

四
、へ
晃一8

へ
(
六

一8
四
三

・δ
0

五
」
莫

四
尺

五
へ九

.

一、
害
三
■

置
、甘葛一δ

鳥

二
八四

三
8

二
δ

三
四
含

明
治
二
十
五
年
よ
り
大
正
五
年
の
支
出
高
を
見
る
に

最
も
増
加
の
急
激
な
の
は
財
産
費
で
あ
っ
て
約
三
三
〇

倍
次
は
公
債
費

(約
四
四
倍
)鋤
業
費

(三
四
・五
倍
)
相

次
き
衛
生
嬰
の

(
二
六
倍
)
相
當
増
加
せ
る
を

加
て

こ

の
四
費
は
二
十
五
年
の
支
出
高
の
少
な
き
丈
け
指
数
は

ほ

人
な
る
の
親
が
あ
る
。
敏
育
費
の
如
き

は

約
八
。七
倍

で
め
る
け
れ
こ
も
支
出
高
は
大
正
五
年
已
に
八
千
鯨
萬

圓
で
あ

っ
て
総
地
方
費

の
二
割
五
分
を
占

め
第

一
位
で

み
る
こ
ε
は
前
表
に
明
か
で
あ
る
。
財
産
費
の
増
加
は

大
膿

に
於

い
て
喜
ぶ

べ
き
現
象
な
る

べ
く
公
債
費
の
急

激
な
る
膨
脹
は
注
意
を
要
す
る
こ
ご
己
に

一
吉
せ
る
通

り
で
あ
る
。
輩
皿
し

二
凹
地
.方
財
政
上
の
牧
人
源

の
澗
渦

他
面
公
債
曲賀
遽

の
問
顕
一を
A
口
む
が
故
で
あ
る
。

難

錦

最
近
我
国
に
於
け
る
地
方
費
の
組
成
ε
沿
加

葺

、交

九

一
、曇
(六

「一
、
妻

田
、
一冒
=
ハ

言
、
一莞

二
=

(
、玉
響

突

四

五
、窒

」「

一、昊

三

の

二A一 曲 一 四 眉 九

璽覧塞重重鑛 舘

量

、窒

六

二
、
一
八
八

滝

、六
岩

石
こ
、三
巴

ミ

へ
茜

三
【δ

=
べ
杢

一「=三
(

一悪
、二四
A

3
、二
〇
七

瑠

、三
九

四
三
薯

署

、
署
(

畳

、九条

㍗

一㌣

へ全
美

石

「三
ε

四一「

ユ
.異
六

一
四
、
二
五
二

三
、目
邑

漱
育
費
が
各
国
禮
の
経
費
中
幾
割
を
占

む
る
か
は

己
に
其
大
様
を
團
禮
別
の
所
に
記
し
た
が
明
治

二
十
五

年
以
降
名
園
龍
車
に
て
如
何
な

る
地
位
を
占

め
て
家
元

か
に
就

い
て
見
れ
ば
即
ち

/

團
能

年
次
/

同大同同 同 同 明

治
正

四四 三 三 二

五一五〇 五 〇 五

・
溢
府
縣

郡

市
匪

町
村

立 旦 耳 二 四 旺

風 呂 三 三 弓 置

「昌昌一二

.

四

一 　 一 一 一 一 丁コ

費 穂
一___二 二 呼1経

常

に
第

一
位
を
占
む
る
は
町
村

の
脛
費
中
に
見
る
の

み
で
あ
る
が
三
十
五
年
以
來
全
経
費
中
帯

に
第

一
位
に

あ
る
を
以

っ
て
す
れ
ば
漱
育
喪
中
町
村
の
支
出
に
か
、

第
十

二
巻

(第
五
號

一
五
五
)

八

=
二



、

雑

録

最
近
我
国

に
於
げ
.ゐ
地
方
費

の
組
成
ε
坦
加

る
分
大
部
分
を
占
む
を
推
知
し
得
る
。
最
近
の
状
態
に

見
る
も
四
十
年
激
育
費
合
計
五
千
六
百
三
十
八
萬

　
千

.

鯨
圓
中
約
六
割
二
分
即
ち
三
千
五
百
〇
三
萬
飴
圓
、
大

正
元
年
の
合
計
八
千
百
六
萬
六
千
飴
圓
中
約
⊥
八
割
二
分

即
ち
五
千
〇
三
十
九
萬
六
千
鯨
圓
、
大
正
距
年
合
計
八
.

千
〇
四
十
三
萬
鯨
圓
中
約
⊥
八
割
三
分
即
ち
五
千
0
入
十

三
萬
餓
圓
は
町
村
の
支
出
で
め
る
。
此
の
町
村
支
出
の

徴
育
費
ε
前
歴
の
激
育
費

(
四
十
二
年
以
降

一
千
萬
圓
　

以
上

一
千
三
百
萬
圓
以
下
)
ε
の
大
部
分
は
義
務
漱
育

費
を
成
す
も
の
で
あ
る
が
之
れ
が
全
経
費

の
二
割
五
分

.

に
當
る
教
育
費
の
大
部
分
を
青
む
る
も
の
で
あ
る
。
而

も
其
後
の
豫
算
に
由
れ
ば
大
正
七
年
已
に
合
計

一
億
三
'

十
四
萬
飴
圓
に
達
し
叉
大
正
九
年

に
は
町
村
支
出
の
み

で

一
億
三
千
三
百
萬
圓
飲
に
上
り
町
村
歳
出
額
の
四
割

三
分
飴
に
相
當
す
る
に
於

い
て
は
盆

々
注
意
を
要
す

る

稗
目

の

一
で
あ
る
。
街
市
町
村
債
巾
激
育
を
目
的

ご
す

る
も

の
大
正
.七
年
三
月
末
約

一
千
萬
圓
存
す
る
を
見
れ
.

ば
其
財
源
亦
漸
く
窮
し
つ
、
あ
り
`
考

へ
ら
る
、
。

最
近
其
合
計
額
.ご
増
加
の
趨
勢
ε
を
表
示
す
れ
ば
次

の
如
く
で
あ
る
。

(決
算
置
付
千
圓
)

第
十
二
谷

(第
五
號
.

五
六
)

入

一
四

年

次

明
治
四
〇

同

四

「

同

四

二

同

四
三

同

四
四

同

四
五

大

正

二

岡

三

同

四

周

五

(實

鍛

)

五
六
、三会

起
一「、茜

三

莞

、剛四
九
.

莫

、五
八四

薯

、五
星

(
一δ
六
六

薯

、六
く
六

三

、竺
七

七
六
、六
八
六

合

、四
巷

(指

数
)

δ
〇

三
弐

西
0

,

一三
五

三
心

西
一】「

三
七

三
七

三
六

「豊

二
十
五
年
を

一
〇
〇
ε
す
れ
ば
大
正
五
年
は
八
六
六

ε
云
ふ
増
加
指
緻
を
示
す
も
四
十
年
を

一
〇
〇
・し
す
れ

ば

一
四
二
に
し
て
他
の
費
目
に
比
べ
て
決
し
て
急
激
ε

云
ふ
方
で
は
な
い
。

土
木
費
は
教
育
費

に
次
い
で
近
時
卒
均

　
割
五
分
五

厘
を
占
む
る
費
目
で
あ
る
が
藁
沓
團
膿

に
て
占

め
た
る

地
位
は

4
栂

耀

-

濫
府
縣

郡

副

将

織

田

飴

二

五

一

「

二

三

一

岡

三

〇

一

一
一

一「

　一

一

同

三

五

「

[

一

瓢
.

二



明
治

四

Q

一

【

二

三
.

「

阿

四

五

一

】

　
.

E

二

大

正

五

一

一

七

四

=

道
府

縣
郡
支
出

に
於

い
て

は
常

に
第

一
位

に
め

つ
て

全
縄
嚢
中

の
順

位
は
三

十
五
年
以
後
敏
育
費

に
代

り
た

コ

コ

る
有
様
で
あ
る
。
而
し
て
道
府
縣
費
中
に
占
む
る
割
合

は
四
十
年
に
於

い
て
約
五
割
二
分
四
+
五
年
ご
大
正
五

年
ε
に
あ

っ
て
は
約
五
割
七
分
で
あ
る
。
そ
の
額
四
十

年
以
降
二
千
萬
圓
以
上
四
千
百
萬
圓
以
下
の
間
を
上
下

し
て
居
る
。
市
歴
費
に
於

い
て
大
正
五
年

に
第
七
位
に

陥
ち
た
の
は
市
旺
改
正
愛
市
・管
事
業
幾
等
が
濁
立
の
費

目
こ
な
っ
て
土
木
事
業
の

一
部
を
分
割
し
た
爲
め
で
め

ら
う
。
其
増
加
を
最
近

の
決
算
統
計
よ
り
見
れ
ば

電

位
千
圓
)

年

次

明
治
四
〇

同

四

一

同

四
二

同

四
三

同

四
四

人

正

元

同
.

二

(喪

薮

)

究

、
ロ一三

禺

£
三

三
七
、
立
四
〇

三

⊃
凸薯

六
一
、二毫

四
六
、
　其

四
九
、九
え

(柵

数
)

δ
O

=
五聖三一渠二

(
三
省

雄
鹿

談

「最
近
我
闘
に
於

け
ろ
地
方
費
の
組
底

ε
婦
加

大
正

三

琶
、右
一三

西
O

同

四

三
、莞
九
.

;
三

同

五

晃
£
茜

δ
二

役
所
費
は
町
村
に
於
て
常

に
第

二
位
を
占
め
、
市
匠

に
於

い
て
は
二
十
年
(第
三
位
)
ε
大
正
五
年
(第
五
位
)

を
除

い
て
三
〇
・三
五
、
四
〇
・四
五
年
共
に
第
四
位
に

居
る
。
道
府
縣
郡
で
は
第
七
位
以
下
に
あ
る
。
而
も
街

全
経
費
の
約

一
割
に
達
す
る
よ
b
見

晒
ば
町
村

の
支
出

に
よ
る
金
額
の
軽
少
で
な
、い
事
が
知
ら
る
＼
。
帥
ち
四

十
年
役
所
費

一
一千
五
百
+
四
萬
九
干
飴
圓
中
千
六
百
六

十
萬
二
千
鯨
圓
は

町
村
の

支
出
で

約
山八
割
⊥
八
分
に
當

り
、
四
十
五
年
に
は
三
千
四
百
二
+
コ
.萬
八
千
飴
圓

の

約
六
割
四
分
に
相
賞
す

る
二
千
こ
自
二
十
萬
八
千
鯨
圓

を
、
大
正
五
年
で
は
三
千
五
百
七
十
萬
七
千
飴
回
申
約

⊥
八
割
七
分
の
二
千
四
百
十
萬

二
千
慾
圓
を
町
村
役
場

に

て
消
費
し
て
居

る
。
郡
役
所
費
は
其
大
部
分

(
四
十
年

以
降
大
正
五
年
差
で
約
九
割
)
が
縣
支
出

で
郡
支
辨
に

よ
る
も
の
が

]
割
に
達
せ
な
い
の
は
郡
の
事
務
は
土
木

勧
業
教
育

ご
云
ふ

[
西
郡
な
る
地
方
的
利
益
を
進
む
る

に
必
要
な
も
の
で
あ

っ
て
、
而
も
よ
b
以
上
に
他
面
省

都

よ
い
廣

い
結
局
は
国
家
的
性
質
を
持

つ
政
務
が
大
部

第

十

一
、巷

(第

五

號

　
五
七

)

八

一
五

.



「

7

錐

録

最
近

我
国
に
於
け
る
地
方
費
の
組
成
ξ
増
加

分
で

あ
る
か
ら

ε
云
は
ね
ば
な
ら

戯
。
例

に
よ
り
最
近

の
増
加
を
示

せ
ば
次

の
通
り
で
あ

る
。
(實
数

輩
位

千
圓

決
算

)

単

衣

明
治
四
〇

同

四

「

同

四
二

同

四
三

同

四
四

大

正

元

同

二

岡

三

同

四

同

量

(實

敷
)

`
二
五
、
一四
湘

=
+
、
老

E

二
九
、
奎

四

里
0
、
(
一
話

胃三

或

三

三
四
、
二
三
(

茜

δ
蛭

茜

、究

四

雷電
、
四全

「

三
五
、
七
一
七

(指

鍛
)

一
〇
〇

δ

(

=
七

一
二
二

三
池

三
六

三
五

;
冗

、一型一畳

公
債
費
は
何
れ
の
團
艦
に
於
て
も
、
塗
経
費
中
に
於

て
も
亦
甚
し
く
増
加
膨
脹
し
て
居
る
費
目
で
且

つ
最
近

組
成
上
の
割
合
も
役
所
費
に
次
マ
も
の
で
あ
る
。
然
し

そ
の
各
團
騰
の
費
目
中
の
順
位
は
道
府
縣
郡
町
村
で
は

五
六
位
に
あ

っ
て
市
.歴

に
て
の
み
署
し
く
重
き
を
な
し

て
居
る
。
從

っ
て
地
方
債
大
部
が
市
債
で
あ
る
ε
云
ひ

得
ら
る
、
。
順
位
を
詳
細
に
す
れ
ば
、

第
十

二
巻

(
第
五
號

一
五

八
)

・八

一
六

大　 1同㍑

無 誌軸
疸
府
縣

郡

六

六

六

六

四

六

七

六

ヨ

六

五

彪

市
匿

町
村

四

五

一

五

三

四

胃
一

七

一

六

一

七

全
経

費
中町

・
E圏互E三

共

最

近

の

有

様

を

窺

へ
ば

(
軍

位

千

圓

決

算

)

年

次

(合

計
)

市

匿
支
出

膨

脹
指
数

明
治
四
Q

k
、
西
一
.

昌
、
一
冨

一8

量

四

一

-

一尺
蒼
く

ゼ
、四
〇
=

一堂

同

四
二

蓋
、髭
四
.

】三
、三
苫

三
毒

同

四
三

二
(
、六
茜

三
-四
三
.

胃[三

同

四
四

乖
δ
妾

言
、三
六

三
省

綱

舳

温

】　一、　葵

ミ
奨

美

風

ニ

二三、0金

石
、五六
一

・
二五ロ

同

三

王
ユ
(二

二〇
、交
0

疋隠
一

同

四

弐
、　西
風

只
、三…三

具足

同

五

翌
、　=
九

夏
、垂
く

三
七

帥

ち
市
歴

支
醇

が
大
部
分
を
青

む
る
事

は
右
表
に
明

か
で
あ
b

且

つ
公
債

費
全
部

の
膨
脹

が
帯
屋
公
債
費

の

膨
脹

に
負

ふ
事
も
亦
知

る
に
足

る
。
公
債

費

の
膨
脹

に

謝

し
て
は

已
に
問

題

ε
な

る

べ
き
黙
を
.擧

げ

た

る
が
伺

公
債

そ
の
も

の

》
整

理
問
題

も
識

者

に
よ

っ
て
労
究

せ



画

・

/

ら
れ
た
る
町
癒
で
あ
る
.
因
み
に
今
各
年
度
末
地
方
債

在
高
を
團
艦
別
に
槍
ぷ
斡
ば
〔輩
位
千
圓
)

毎

蝿

、

大 同 同 同 国.明

治.
正.

四 四 三 三 二

五 五.〇 五Q五

避

府

属

領

.

】
、=豊

田
、吾

ロ

言

、七
三

三

、六
〇
八

三
喫

呂八
五

垂

、爽

O 那
債三

E
晃

(
合

一
、
二合

市

匠

債二
、
九
査

(
彗

三

蓋

、
】
可6

穴
一「、
力
五
四

「「幽
吼
、
四
㎜=

一
、
き

四

　三
五
、
畳

七

町

村

債

一六
一三
六

一
£
へ
四

馬

(
δ

合

計

四
三
藍

玉

、究

〇

四
(
、
[豊
六

合

、
二謁

カ
⊃
三

一=

兀
　[、
壁

〇

六
、
一三
「=

[倉

、
三

五

俗
大
正
七
年
三
月
現
在
高
.二
億
七
千
七
百
三
十

一
萬

錬
圓
な
る
事
よ
り
す
れ
ば
我
が
國
の
地
方
債
僅
少
で
な

い
ご
云
は
ね
ば
な
ら
澱
。
⊥
ハ
歩
以
上
の
利
率
少
な
し
ご

"

す

る
も
街
年
々
僅
小
な
ら
ざ
る
利
子
を
支
挑
は
ね
ば
な

ら
隠
。
可
成
其
局
に
當

る
人
は
生
産
的
脛
費
か
災
害
復

藩
費

の
如
き
も
の
N
外
は
公
債
以
外
に
財
源
を
求
む
る

事
に
注
意
せ
ら
る

、
の
が
望
ま
し
い
。

五

結
尾

以
上
最
近

の
統
計
に
由

っ
て
我
が
地
方
費

の
傾
向
を
窺
ひ
費
目
の
二
一二
に
就

い
て
問
題
こ
な
る
べ

き
黙
を
提
出
し
た
。
之
れ
が
解
決
は
後
日

の
研
究

に
待

た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
要
す

る
に
騨
燈
別
に
は
市
町

村
婁
聖
目
別
に
は
激
育
費
土
木
費
公
債

ε
關
達
し
て
公

雑

録

国
際
酵
働
立
法
の
開
拓
者

債
費
が
最
も
研
究
に
値
す

る
ご
思
ふ
。
而
て
其
考
究
ば

更
に
牧
人
方
面
即
財
源
に
及
ぶ

べ
き
も
の
で
る
ら
う
。

次
に
未
だ
猫
立
し
た
る

一
憂
目
ざ
な
っ
て
は
居
な
い
が

追
々
は
肚
會
政
策
的
の
諸
施
設
及
政
務
の
費
用
も
重
要

`
な
る
で
あ
ら
う
し
否
む
し
ろ
現
今
其

の
少
な

い
事
が

巳
に
礁
勢
遅
れ
で
あ
る
蓬
も
思
は
れ
る
し
此
方
面
の
支

出
の
研
究
も
必
要
ご
信
ず
る
。
更

に
は
他
の
分
類
方
法

に
よ

っ
て
例

へ
ば
義
務
費

ε
任
務
費
ざ
、
物
件
費

ご
人

件
費

ざ
、
経
常
費
ざ
臨
時
費

ご
に
別

っ
て
観
察
す

る
こ

ε
も
大
切
な
こ
`
で
あ
る
。


